
６９ 

 

 

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日
提
出 

質

問

第

六

九

号 

       
 
 

同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
判
決
後
の
法
務
省
の
対
応
方
針
及
び
過
去
の
民
法
違
憲
判
決
に
お
け
る
検
討
・
審
議
期

間
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

尾

か

な

子 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
判
決
後
の
法
務
省
の
対
応
方
針
及
び
過
去
の
民
法
違
憲
判
決
に
お
け
る
検
討
・
審
議
期

間
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

 

先
の
「
衆
議
院
議
員
尾

か
な
子
君
提
出
同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
判
決
後
の
法
務
省
の
対
応
方
針
及
び
過
去
の
民
法
違
憲
判

決
に
お
け
る
検
討
・
審
議
期
間
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
二
一
九
第
一
八
号 

令
和
七
年
十
一
月
七

日
）
」
（
以
下
「
今
般
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
民
法
の
規
定
に
対
す
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
違
憲
判
決
後
の
法
務
省
・

政
府
の
対
応
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
今
般
答
弁
書
で
言
及
さ
れ
た
二
つ
の
最
高
裁
判
所
違
憲
判
決
（
平
成
二
十

五
年
九
月
四
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
決
定
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
決
定
」
と
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
七
年
十
二
月

十
六
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
」
と
い
う
。
）
）
へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
、
法
務
省

は
法
制
審
議
会
へ
の
諮
問
を
経
ず
、
判
決
か
ら
約
二
〜
三
か
月
と
い
う
極
め
て
短
期
間
で
法
案
を
国
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
迅

速
な
対
応
は
、
違
憲
状
態
を
速
や
か
に
解
消
し
、
国
民
の
権
利
を
回
復
す
る
と
い
う
強
い
政
治
的
意
思
の
表
れ
と
理
解
で
き
、

そ
の
迅
速
な
対
応
は
評
価
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
決
定
及
び
平
成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
へ
の
対
応
と
し
て
実
施
さ
れ
た
法
令
改
正

の
重
要
性
を
鑑
み
る
に
、
法
制
審
議
会
へ
の
諮
問
を
経
ず
に
法
案
提
出
に
至
っ
た
理
由
や
具
体
的
な
法
務
省
・
政
府
の
対
応
の



 

２ 

 

経
緯
が
今
般
答
弁
書
の
内
容
だ
け
で
は
、
不
明
確
で
あ
る
。 

 

最
高
裁
判
所
違
憲
判
決
に
係
る
法
務
省
の
対
応
詳
細
に
つ
い
て
、
今
般
答
弁
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
最
高

裁
決
定
及
び
平
成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
の
二
つ
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
、
改
め
て
事
実
関
係
を
確
認
し
、
政
府
の
対
応
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
再
質
問
す
る
。 

一 

平
成
二
十
五
年
最
高
裁
決
定
及
び
平
成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
へ
の
諮
問
を
行
っ

て
い
な
い
と
今
般
答
弁
書
で
は
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
法
制
審
議
会
へ
の
諮
問
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
及
び
当
時
の
政
府
の
考

え
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
案
件
の
特
殊
性
や
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
て
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

二 

前
記
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
決
定
及
び
平
成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
決
日
及
び
内
閣

提
出
法
案
の
提
出
日
を
鑑
み
る
に
、
最
高
裁
に
よ
る
判
決
が
下
さ
れ
る
前
よ
り
、
内
閣
法
制
局
と
は
提
出
法
案
に
つ
い
て
事

前
の
調
整
を
し
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
が
、
法
務
省
か
ら
内
閣
法
制
局
へ
の
提
出
法
案
の
事
前
審
査
等
を
依
頼
し
、
提
出

法
案
の
審
査
を
行
っ
た
日
程
や
経
緯
、
与
野
党
へ
の
説
明
の
時
系
列
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


